宗教法人　雲祥寺
奥津軽大観音遺骨埋蔵管理委託並びに永代供養契約約款（改　2006.7.8）
第一条　　本契約は、宗教法人雲祥寺が設置し、及び運営する奥津軽大観音に

おける遺骨埋蔵及び供養に関して必要な事項を定め、その遺骨埋蔵

及び供養が適切に行われることを目的とする。

第2条 宗教法人雲祥寺は、委託者が指定する次に掲げる者の焼骨を、次に

掲げる場所に埋蔵し、2項に定めるところに従い、適切に供養を行う

ものとする。

委託者が指定する者　　　　　　　　　　　　　　　　　　
埋蔵される場所・・　　3年間は雲祥寺遺骨壇に安置、その後合葬
　　　　　　　　　　　（但し、委託者の希望により変更可能）

　　　２．供養は年間12回以上とし、8月18日前後は特に奥津軽大観音供養

例祭（送り盆供養）と定め大観音前にて供養会を厳修する。

　　　３．供養の期間は、命日から数えて50回忌までとする。

第三条　　委託者は、遺骨を委託する日までに永代供養料100万円を納めなけ

ればならない。但し特例を認める。

第4条 　　委託者は、書面をもって契約を解除することができる。

　　　２．委託者の死亡によりその地位を継承した者（次項において「委託継

承者」という。）は、第二条に規定する埋蔵及び供養が適切に行われ

なかった場合に限り、書面をもって契約を解除して損害賠償を請求
することができる。
　　　３．第二条の規定により焼骨が合葬された場合は、第2項の規定にかか

わらず、委託者及び委託継承者（以下「委託者等」という。）は、契

約を解除することができない。

　　　４．第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合、委託者等は

遺骨を引き取らなければならない。

　　　５．第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合において、焼

　　　　　骨が合葬されておらず、かつ永代供養料が支払われているときは、

契約成立後3年以内に契約を解除する場合に限り、宗教法人雲祥寺

は、当該永代供養料の3割に相当する額を返還するものとする。

第五条　　宗教法人雲祥寺は、委託者等が永代供養料を所定の期日までに納め

なかったときは、書面をもって、契約を解除することができる。
　以上につき、委託者、宗教法人雲祥寺双方合意の上、奥津軽大観音遺骨埋蔵管理委託並びに永代供養契約を締結したので、これを証するため本書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保管する。

年　　　　月　　　日
委託者　　氏名　　　　　　　　　　　　（続柄　　　　）　㊞

　　　　　     住所

　　　　　     電話

管理者　　宗教法人雲祥寺　　住職　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　     所在地　青森県五所川原市金木町朝日山433

　　　　　     電話　　0173(53)2074　　　　　

